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福岡県資源管理指針 
 

平成２３年３月３１日 制定  

（平成２３年８月２５日 変更） 

（平成２４年３月２６日 変更） 

(平成２６年１月１５日 変更)  

（平成２６年９月４日 変更） 

(平成２７年２月２４日 変更） 

（平成２８年４月１４日 変更） 

（平成２８年９月２日 変更） 

（平成２９年７月１８日 変更） 

（平成３０年４月２５日 変更） 

（平成３１年４月１２日 変更） 

 

第 1 福岡県の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１．漁業概観 

本県は、九州北部に位置し、外海性の筑前海、内海性の豊前海、内湾性の有明海という特性

の異なる３つの海域を有している。 

筑前海は、対馬海峡東水道の玄界灘、響灘に位置し、対馬暖流の影響を受ける海域である。

沿岸域の岩礁地帯には藻場が形成されており、アワビ・サザエ等の定生性の水産資源が多く生

息している。沖合域には、多くの天然礁が分布し、広域回遊性のマアジ・サバ類や、マダイ、

イカ類等の好漁場が形成されている。漁業生産については、平成 27 年はマアジ、サバ類が多

く漁獲され、生産量 3.0万トン、生産額 95億円と好漁であったが、平成 28年は生産量 2.0万

トン、生産額 83億円と前年を下回った。生産量を漁業種類別にみると中小型まき網漁業が 33％、

船びき網漁業が 24％、つり漁業が 9％と続き、これらの漁業で全体の７割近くを占める。その

他さし網漁業、小型底びき網漁業等の多種多様な漁業が営まれている。 

 

 

図１ 筑前海の沿岸漁業魚種別漁獲量の推移 

 

 

 



2 

有明海は、筑後川をはじめ多くの河川が流れ込む海域で、干満差が最大６ｍに達し、干潮時

には約 20km2の広大な干潟が出現する。全国有数のノリ養殖産地であるとともに、アサリ等の

貝類資源が豊富である。漁業生産については、生産量 3.7～6.6千トン、生産額 12～24億円前

後で推移しているが、アサリ等の採貝漁業が中心であり、生産量は貝類資源の状態に大きく左

右される。近年はクラゲの中国向き輸出需要が増大しており、H24 からクラゲの大量発生があ

った際にはクラゲを含むその他の水産動物の占める割合が生産量の過半数を占めた。 

漁業種類別に見ると、平成 24 年にはたも網漁によるクラゲ漁獲が増加し、その他の漁業の

占める割合が急激に増加したが、その後クラゲの主な漁法が、刺し網漁業に移行したこともあ

り、直近では採貝漁業が 61％、さし網漁業が 37％と続き、これらの漁業で全体の 98％を占め

る。 

 

 

図２ 有明海の沿岸漁業魚種別漁獲量の推移 

 

豊前海は、瀬戸内海最西部の周防灘に位置する海域で、水深は 15ｍより浅く、底質は泥又

は砂泥である。カレイ類、ガザミ、エビ類、シャコ等の好漁場となっている。漁業生産につ

いては、近年は生産量 1.6千トン、生産額 13～14億円前後で推移しているが、以前と比較し

て大きく減少している。漁業種類別にみると小型底びき網漁業が 43％、かご漁業が 19％と続

き、これらの漁業で全体の６割以上を占める。その他さし網漁業、小型定置網漁業等の漁業

が営まれている。 

 

 

図３ 豊前海の沿岸漁業魚種別漁獲量の推移 
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図４ 沿岸漁業生産額の推移 

 

２．資源管理の実態 

本県では、昭和 60 年代以降、資源管理型漁業総合推進対策事業によって、本格的に資源管

理を開始した。これまでに、筑前海では各種漁業種類におけるトラフグ、マダイ、ヒラメ等の

小型魚再放流を中心とした取り組み、豊前海では小型底びき網漁業を中心としたカレイ類、シ

ャコ等の小型魚再放流の取り組み、有明海ではタイラギを対象とした保護区の設定や休漁等の

取り組みが行われてきた。 

さらに平成８年からは TAC制度の下で、マアジ、サバ類、マイワシ、スルメイカを対象とし

た漁獲量管理を、平成 14年からは資源回復計画制度の下で、「サワラ瀬戸内海系群資源回復計

画（平成 14 年４月 12 日公表）」、「周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カレイ類、クルマエ

ビ、シャコ、ガザミ）資源回復計画（平成 16年 11月 19日公表）」、「九州・山口北西海域トラ

フグ資源回復計画（平成 17 年 4月 15日公表）」、「福岡湾口域イカナゴ資源回復計画（平成 19

年６月５日公表）」、「有明海ガザミ資源回復計画（平成 20年３月 28日公表）」に基づき、小型

魚及び産卵親魚の保護、休漁期間の設定、漁具の制限等の資源管理に取り組んできた。 

 

３．資源管理の方向性 

本県では、漁業調整規則等で規定されている採捕禁止期間や体長制限等の公的資源管理措置

の遵守を徹底するとともに、これまで取り組んでいる、TAC 管理や資源回復計画に基づく取組

も含め、本指針に基づき漁業者の自主的な資源管理の取組を積極的に促進することにより、水

産資源の維持・回復を推進する。 

なお、本指針における公的資源管理措置とは、漁業関係法令に基づく各種規制（漁業権行使

規則及び海区及び広域漁業調整委員会指示を含む。）を指すものとするが、公的管理措置であ

っても従来自主的に実施されていた資源管理の取組であって、水産基本計画（平成 14 年３月

閣議決定）に基づく取組の開始された平成 14 年度以降にこれら公的管理措置に移行したもの

については、本指針においては、自主的取組とみなし、取り扱うものとする。 

 



4 

第２ 海洋生物資源毎の動向及び管理の方向 

【筑前海区】 

【魚種別資源管理】 

１．マダイ 

（１）資源及び漁獲の状況 

マダイは、主に１そうごち網漁業（許可）、２そうごち網漁業（許可）で漁獲されている。 

 

 

図５ 筑前海区マダイ漁獲量の推移 

 

近年の漁獲量は 1,300～2,000トンで推移しており、年変動はあるものの横ばいで、資源も

高位水準であると推測される。 

（２）資源管理目標 

資源の高位水準を維持することを目標とする。 

（３）資源管理措置 

１そうごち網漁業： 

資源の高位水準を維持するため、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条

件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記措置のほか、これまで取り組んできた漁獲物制限（小型魚再放流）等の措置につ

いても引き続き取り組み、資源の維持に努める必要がある。 

 

２そうごち網漁業： 

資源の高位水準を維持するため、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条

件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記措置のほか、これまで取り組んできた漁獲物制限（小型魚再放流）の措置につい

ても引き続き取り組み、資源の維持に努める必要がある。 
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２．トラフグ 

（１）資源及び漁獲の状況 

トラフグは、主としてとらふぐはえ縄漁業（承認・届出制※）で漁獲されている。漁獲量は、

平成 7年に 208 トンあったものが、21 年には 30トンまで減少し、その後、福岡県の漁獲量は

横ばいであるが、水産庁の資源評価によると東シナ海・日本海・瀬戸内海系群のトラフグ資源

量は低位水準で減少傾向にあると推定されている。 

 

 

図６ 筑前海区トラフグ漁獲量の推移 

 

※九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画における漁獲努力量抑制措置として、日本海・九

州西広域漁業調整委員会指示により自由漁業から承認・届出漁業へ移行。 

（２）資源管理目標 

資源が低位水準、減少傾向にあることから、今後この状況を回復基調に転じさせることを目

標とする。 

（３）資源管理措置 

とらふぐはえ縄漁業： 

低位水準、減少傾向にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、九州・山口北

西海域トラフグ資源回復計画で取り組んできた下記措置に、引き続き重点的に取り組む必要が

ある。 

○休漁 

 

また、上記の措置のほか、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画で取り組んできた、小

型魚の再放流・種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。 
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３．イカナゴ 

（１）資源及び漁獲の状況 

イカナゴについては、主としていかなご房丈網漁業（許可）で漁獲されている。漁獲量は平

成 8年に 253トンあったが、近年は非常に漁獲が少なく、20年以降は漁獲がない状況となって

おり、資源水準は極めて低位であると推測される。 

 

 

図７ 筑前海区イカナゴ漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

資源水準が極めて低位であることから、今後この状況を漁業の操業が可能な水準まで回復さ

せることを目標とする。 

 

（３）資源管理措置 

いかなご房丈網漁業： 

極めて低位である資源水準を、漁獲可能な水準まで回復させるため、当該漁業においては漁

業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点

的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記のほか、福岡湾口域においては、福岡湾口域イカナゴ資源回復計画で取り組んで

きた、漁期終了時の残存資源尾数の確保の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図

る必要がある。 
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４．イカ類 

（１）資源及び漁獲の状況 

イカ類については、いか釣り漁業（自由、許可）で漁獲されるケンサキイカ・ヤリイ

カ等と、いかかご漁業（許可）で漁獲されるコウイカ類が含まれる。漁獲量は年による

変動が大きく、およそ 1,400～3,100トンで推移しているが、近年は減少傾向であり、資

源も減少傾向であると推測される。 

 

 

図８ 筑前海区イカ類漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

近年漁獲量が減少傾向であることから、今後この状況を回復傾向に転じさせることを目的と

する。 

 

（３）資源管理措置 

いか釣り漁業： 

減少傾向にある漁獲量を回復させるため、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制

限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記措置のほか、光力上限制限、産卵保護区域の設定や操業時間の制限等の措置につ

いても取り組み、資源の回復を図る必要がある。 

なお、他道府県海域で操業するものにあっては、自県海域同様、当該海域における公的資源

管理措置を遵守するとともに、資源の維持増大のための措置についても取り組む必要がある。 

 

いかかご漁業： 

減少傾向にある漁獲量を回復させるため、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制

限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 
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５．アワビ 

（１）資源及び漁獲の状況 

アワビについては、主として素潜り漁業（漁業権）、潜水器漁業（許可）で漁獲されている。

漁獲量は、平成２年に 284 トンあったが、28 年には 41 トンまで減少しており、資源も低位水

準にあると推測される。 

 

 

図９ 筑前海区アワビ漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

資源が低位水準にあることから、今後この状況を回復させることを目標とする。 

 

（３）資源管理措置 

素潜り漁業： 

低位水準にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、漁業権行

使規則を遵守するほか、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記の措置の他、これまで実施してきた漁獲量制限、保護区域の設定、輪番制等の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。 

 

潜水器漁業： 

低位水準にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、許可内容、

制限又は条件を遵守するほか、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記の措置の他、これまで実施してきた漁獲量制限、保護区域の設定、輪番制等の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。 
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６．ハマグリ 

（１）資源及び漁獲の状況 

ハマグリについては、主として手掘りで漁獲されている。平成 10 年の漁獲量は８トン、そ

の後、７～12 トンで安定的に推移している。資源量調査を開始した平成 17 年の資源量は 182

トンであったが、平成 28年度は 313トンと、増加傾向を示している。 

 

（２）資源管理目標 

資源量の現状維持を目標とする。 

 

 

図１０ 筑前海区ハマグリ資源量の推移 

 

（３）資源管理措置 

近年資源量が安定して推移しており、今後ともこの状況を維持するため、当該漁業において

は漁業調整規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に重点的に取り組む必要があ

る。 

○ 漁獲殻長制限 

○ 漁獲量制限 

 

また、上記の措置の他、これまで実施してきた漁場の輪採制、密漁監視等の措置についても

引き続き取り組むものとする。 
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７．クロマグロ 

（１）資源及び漁獲の状況 

北太平洋まぐろ類国際科学委員会によれば、当県漁業者が漁獲するクロマグロが含まれる太

平洋クロマグロの資源状況は、平成 8 年から続く減少傾向に歯止めがかかり、平成 22 年以降

ゆっくりと回復傾向にあることが確認されたものの、平成 26年の親魚資源量は 2.1万トンと、

依然として歴史的最低水準であり、資源水準は低位、動向は減少と推定されている。 

本県においてクロマグロは、主としてひき縄漁業、つり漁業で漁獲されているが、他にまき

網漁業やはえ縄漁業、定置網漁業などでも混獲される。クロマグロの漁獲量は年による変動が

大きく、平成 20 年の漁獲量が 248.7 トンと突出しているが、その他の年は 4～52 トンと低位

で推移している。 

 

 

図１１ 筑前海区クロマグロ漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

国は、30キログラム未満の小型魚（以下、「小型魚」という。）の漁獲を抑制、削減し、大き

く育ててから漁獲することにより、本種の資源管理を推進すること、また、資源変動の大きい

本種の親魚資源量が中長期(5～10 年)に適切な変動の範囲内に維持され、これまでの最低水準

を下回らないようにするとの考え方を平成 22年に公表している。 

また、我が国周辺を含む中西部太平洋水域を管轄する中西部太平洋まぐろ類委員会において

は暫定目標としてクロマグロの親魚資源量を平成 36 年までに少なくとも 60％の確率で歴史的

中間値(約 4.1万トン)まで回復させることとしている。 

 

漁船漁業 

低位である資源水準を回復させるため、当該漁業においては福岡県の海洋生物資源の保存及

び管理に関する計画等の公的措置を遵守するとともに、自主的管理措置として、以下の措置を

重点的に取り組む必要がある。 

〇休漁(強度資源管理※) 

〇漁獲量の上限設定(強度資源管理※) 

〇再放流(強度資源管理※) 

 ※福岡県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画に記載され、自主的措置から公的措

置へ移行するものを含む 
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定置網漁業 

低位である資源水準を回復させるため、当該漁業においては福岡県の海洋生物資源の保存及

び管理に関する計画等の公的措置を遵守するとともに、自主的管理措置として、以下の措置を

重点的に取り組む必要がある。 

〇休漁(強度資源管理※) 

〇漁獲量の上限設定(強度資源管理※) 

〇再放流(強度資源管理※) 

※福岡県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画に記載され、自主的措置から公的措

置へ移行するものを含む 

 

また、上記の措置の他、クロマグロの漁獲状況を適時的確に把握するための漁獲モニタリン

グを実施する。 
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８．タコ類 

（１）資源及び漁獲の状況 

タコ類については、たこつぼ漁業（漁業権、許可）、雑魚かご漁業（漁業権、許可）、小型機

船底びき網漁業で漁獲されるマダコ、テナガダコ、イイダコ等が含まれる。漁獲量は、平成２

年に 209トンであったが平成８年から徐々に増加した。特異的に 1,978トンの漁獲があった平

成 19年を除くと、近年はおよそ 800～1,100トンで推移し、高位横ばいの傾向であると推測さ

れる。 

 

図１２ 筑前海区タコ類漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

 資源を維持することを目標とする。 

 

（３）資源管理措置 

たこつぼ漁業： 

資源を維持するため、当該漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則、許可内容、制

限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

  

雑魚かご漁業： 

資源を維持するため、当該漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則、許可内容、制

限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

小型機船底びき網漁業： 

資源を維持するため、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵守

するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

資源管理推進のため、平成 28 年５月 27 日付筑前海区漁業調整委員会指示 175 号に位置

づけられた、指定海域での体重 400g未満のマダコの採捕禁止については、自主的措置とし

て取り扱うこととする。 
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【漁業種類別資源管理】 

１．中小型まき網漁業（あじ・さばまき網漁業及びかたくちいわしまき網漁業） 

（１）漁獲の状況 

中小型まき網漁業のうち、あじ・さばまき網漁業はマアジ、マサバ、ゴマサバ等、かたくち

いわしまき網漁業はいわし類を主な漁獲対象種とする。漁獲量は漁獲対象種の来遊状況により

大きく変動するものの、平成６年に約 13,000トンであったものが、平成 24年は約 3,500トン

まで減少している。平成 27年は主要な漁獲物であるマアジ、サバ類の来遊量が多かったため、

漁獲量は約 7,500 トンと大幅に増加したが、平成 28 年には約 5,300 トンと減少しており、資

源量は依然として不安定である。当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に

漁獲することは難しいため、特定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括

的に資源管理に取り組む必要がある。 

 

 

図１３ 筑前海区中小型まき網漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

減少傾向にある漁獲量を回復基調とするために、当該漁業においては漁業調整規則、許可内

容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要が

ある。 

○休漁 
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２．小型機船底びき網漁業（手繰第２種えびこぎ網漁業） 

（１）漁獲の状況 

小型機船底びき網漁業（手繰第２種えびこぎ網漁業）は、カレイ類、エビ類等を主な漁獲対

象魚種とする。漁獲量は平成元年に 3,378トンであったものが、近年は 500トン前後まで減少

しており、資源も減少傾向にあると推測される。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要が

ある。 

 

 

図１４ 筑前海区小型機船底びき網漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

資源の減少に歯止めをかけ、持続的に利用していくため、漁業調整規則、許可内容、制限又

は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記の措置の他、これまで実施してきた漁獲物制限（トラフグ、ヒラメ小型魚再放流）

の措置についても引き続き取り組み、資源の維持を図る必要がある。 
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３．さし網漁業 

（１）漁獲の状況 

さし網漁業は、ヒラメ、カレイ類、サワラ、ブリ、キス等を主な漁獲対象魚種とするが、漁

況に応じて多種多様な魚種を漁獲する。漁獲動向は概ね 2,000～3,000 トンの漁獲があり比較

的安定していたが、平成 20年以降は 2,000トンを下回り、近年はやや減少傾向となっている。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要が

ある。 

 

 

図１５ 筑前海区さし網漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

減少傾向にある漁獲量を回復基調とするために漁業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵

守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記の措置の他、これまで実施してきた漁獲物制限（ヒラメ小型魚再放流）の措置に

ついても引き続き取り組み、資源の維持を図る必要がある。 
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４．つり漁業 

（１）漁獲の状況 

つり漁業は、マアジ、サワラ、ブリ、イサキ等を主な漁獲対象魚種とするが、漁況に応じて

多種多様な魚種を漁獲する。近年の漁獲動向は概ね 1,600～1,900 トンの漁獲があり比較的安

定している。 

当該漁業については、漁業の性格上、特定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種

として包括的に資源管理に取り組む必要がある。 

 

 

図１６ 筑前海区釣り漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

漁獲動向は安定しており、この状況を維持するために漁業調整規則を遵守するほか、自主的

措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記の措置のほか、種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の維持を図

る必要がある。 
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５．かご漁業（いかかごを除く） 

（１）漁獲の状況 

かご漁業は、シロサバフグ、タコ類、アナゴ、カサゴ等を主な漁獲対象魚種とするが、漁況

に応じて多種多様な魚種を漁獲する。漁獲量はおよそ 100～900 トンで推移しているが、年に

よる変動が大きく不安定である。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要が

ある。 

 

 

図１７ 筑前海区かご漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

不安定な漁獲動向を安定させるために、漁業調整規則を遵守するほか、自主的措置として、

下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の維持を図

る必要がある。 
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６．しいら漬漁業 

（１）漁獲の状況 

しいら漬漁業は、シイラを主な漁獲対象魚種とするが、漁況に応じて他の魚種も漁獲する。

漁獲量は近年、およそ 30～90 前後トンで推移しているが、年による変動が大きく不安定であ

る。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要が

ある。 

 

 

図１８ 筑前海区しいら漬け漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

不安定な漁獲動向を安定させるために、漁業調整規則を遵守するほか、自主的措置として、

下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 
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７．小型定置網漁業 

（１）漁獲の状況 

小型定置網漁業は、マアジ、ブリ、イカ類等を主な漁獲対象魚種とするが、漁況に応じて他

の魚種も漁獲する。漁獲量は近年、およそ 400～600 トン前後の漁獲があり比較的安定してい

る。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要

がある。 

 

 

図１９ 筑前海区小型定置網漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

漁獲動向は安定しており、この状況を維持するために漁業調整規則を遵守するほか、自主的

措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 
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【豊前海区】 

【魚種別資源管理】 

１．サワラ 

（１）資源及び漁獲の状況 

サワラについては、さわら流しさし網漁業（許可）で漁獲されている。豊前海区における漁

獲量は少なく、サワラの来遊状況によって０～12トンで推移しているが、本県の漁獲による資

源への影響は少ないと考えられる。また漁獲対象であるサワラ瀬戸内海系群の資源評価は低位

ではあるが、近年はやや増加傾向にある。 

 

 

図２０ 豊前海区サワラ漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

サワラ瀬戸内海系群の資源水準は低位であるため、今後この状況を回復させることを目標と

する。 

 

（３）資源管理措置 

さわら流し刺網： 

低位である資源量を回復させるために、当該漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画で取り組んできた下記の措置を引

き続き重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

○漁具規制（網目規制） 
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【漁業種類別資源管理】 

１．小型機船底びき網漁業（手繰第２種えびこぎ網漁業及び手繰第３種けた網漁業） 

（１）漁獲の状況 

小型機船底びき網漁業（手繰第２種えびこぎ網漁業及び手繰第３種けた網漁業）は、カレイ

類、シャコ、エビ類等を主な漁獲対象魚種とする。漁獲動向は平成３年に 1,796トンであった

ものが、平成 28年には 658トンまで減少しており、資源も減少傾向にあると推測される。 

当該漁業については、漁法の特性上、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、特

定魚種を対象とした資源管理は困難であり、漁業種として包括的に資源管理に取り組む必要が

ある。 

 

 

図２１ 豊前海区小型機船底びき網漁業漁獲量の推移 

 

（２）資源管理措置 

減少傾向にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、許可内容、

制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 

また、上記措置のほか、周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カレイ類、クルマエビ、シャ

コ、ガザミ）資源回復計画で取り組んできた漁獲物規制（小型魚、産卵親魚の再放流）等の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。 
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【有明海区】 

【魚種別資源管理】 

１．ガザミ 

（１）資源及び漁獲の状況 

ガザミについては、固定式さし網漁業（許可）、かご漁業（漁業権）で漁獲されている。漁獲

量は平成 4年には 52トンであったが、その後減少を続けている。平成 25年には一時的に増加

したものの、平成 28 年の漁獲量は 16 トンと過去最低水準となっており、資源水準は低位で、

不安定な状態にあると推測される。 

 

 

図２２ 有明海区ガザミ漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 

近年漁獲量が不安定な状況にあることから、資源が増加傾向となることを目標とする。 

 

（３）資源管理措置 

固定式さし網漁業： 

資源を増加させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、有明海における広域漁業調

整委員会指示等の公的措置を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置を重点的に取り組

む必要がある。 

○休漁 

 〇抱卵ガザミの保護(※) 

 〇小型ガザミ、軟甲ガザミの再放流(※) 

  ※有明海ガザミ広域資源管理方針により自主的措置から公的措置へ移行するものを含む 

かご漁業： 

資源を増加させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、漁業権行使規則、有明海に

おける広域漁業調整委員会指示等の公的措置を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置

を重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

 〇抱卵ガザミの保護(※) 

 〇小型ガザミ、軟甲ガザミの再放流(※) 

 ※有明海ガザミ広域資源管理方針により自主的措置から公的措置へ移行するものを含む 
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第３ 資源管理計画の評価・検証及び高度化の実施方針 

 本指針に従い作成された資源管理計画については、以下に示す手間・方法により、計画（Ｐ

ｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔ）のＰＤＣＡサイクルを着実に実施

することを通じて、漁業や資源を取り巻く状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることと

する。 

① 策定後４年を経過した次の年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資

源の維持・回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき、

評価・検証する。 

② 評価・検証については、外部有識者（漁業や資源管理についての専門的知識を有する者な

ど）が参加する資源管理協議会が実施する。 

③ 指標は、対象魚種の資源量やＣＰＵＥの経年的な動向を基本とし、現時点で資源量やＣＰ

ＵＥの把握が難しい魚種や漁業種類についても、漁獲努力量及び漁獲量などの経年的な変化

を組み合わせた定量的な資源動向を把握できるよう必要なデータ収集・蓄積などの体制整備

に努めるものとする。 

④ 評価・検証の結果を踏まえ、資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、改善を図

るものとするとともに、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹底を図る。 

 

第４ その他 

（１）履行確認等について 

本資源管理指針に従い、関係する漁業者等が資源管理計画を定めた場合には、同計画に記載

される資源管理措置について各関係漁業者は誠実に履行することが必要であるため、資源管理

協議会は、別紙に記載する手段を用い、その履行を適切に確認することとし、各関係漁業者は、

資源管理協議会の行う履行確認に積極的に協力しなければならない。 

さらに、各関係漁業者は、休漁期間中も含め、種苗放流や漁場整備などの取組に積極的に参

加し、資源の増大に努めるとともに、水質の保全、藻場及び干潟の保全及び造成、森林の保全

及び整備等により漁場環境の改善にも引き続き取り組む必要がある。 

 

（２）その他 

漁業者の自主的取組と併せて、栽培漁業及び漁場整備等による資源の積極的な培養、漁場環

境の改善等を推進していくことで、これまで取り組んできた資源管理の一層の強化を図ること

とする。 

なお、本指針に記載のない漁業種類については、資源管理の取り組みに関する漁業者との協

議が整ったものから、随時追加して資源管理の一層の推進を図るものとする。 
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別紙 

資源管理措置の履行確認手段について 

 

各漁業者の行う資源管理措置の履行確認にあたっては、下記左欄の各資源管理措置毎に、右

欄に掲げる各手段を用いることとする。 

 

資源管理措置 履行確認手段 

休 漁 

・漁協、市場等の仕切伝票など、出荷状況が確認できるデータ 

・係船休漁した場合は、係船時の漁船写真 

・小型定置網漁業にあっては、網揚げ時の写真 

・その他休漁が確認できる資料 

漁具規制 
操業開始前漁具積載時の漁具写真（目合など、規制内容が明確に判別

可能なもの） 

         

漁獲殻長制限 

          

 

・漁協、市場等の仕切り伝票など、出荷状況が確認できるデータ 

             

漁獲量制限 

 

・漁協、市場等の仕切り伝票など、出荷状況が確認できるデータ 

 


